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１―横浜市物価対策の背景と創意

昭和48年秋以来の卸売物価,消費者物価の異常な上昇は，

他の経済主体，とりわけ企業に比べ有効な自己防衛手段

を持たない市民の消費生活をあらゆる面で強く圧迫して

いる。

昨今のインフレは，デマソドプルインフレ，コストプッ

シュインフレ,カルテルインフレ等インフレ諸要因が複

雑に連関しあい，不況下の物価高をかもしだしている。

特にコストプッシュ要因による値上り経費が，消費者不

在の形で市場支配力の強い大企業の経営最優先による一

方的な価格決定によって，生活関連物資を中心とする消

費者価格に安易に転嫁されている。物価高に喘ぎ，イン

フレの最大の被害を被っている消費者の経済的生活環境

の悪化というこの事実を前にして，なおかつ国の施策に

待ち,「生活二法」による指定物資の価格動向，需給状

況に関する調査，監督，指導を中心とした委任権限範囲

内の行政活動に終始することは，市民生活防衛の立場か

らも，自治体の使命感からも容認しがたい。

そこで，去る昭和48年12月に市民生活関連物資緊急対策

本部＜本部長・飛鳥田市長＞を発足させた本市では自治

体物価行政の新しいパターンを見い出すべく，消費者の

立場から，生活重要物資とはどういうものか，市民生活

に欠くことのできない必要最低限度の物資はどういうも

のか等について広く市民の声を聞き，把握，集約し，こ

れをうけて物価行政を推進することとした。

まず，49年３月，1,814人の主婦に対しアンケート調査

を実施し，主婦の意見をもとに市民生活重要物資30品目

を選定した。そして，これら物資のうち15品目について

は,毎月物資監視員のそれぞれの居住する地区において，

物流，価格監視をお願いすることとした。これに引続き

10月には，これら市民の手による物流，価格監視活動の

輪をさらに押し広げ，6,753人の市民からアンケートを

収集し，消費者動向の把握，価格引下げ対象物資の拡大

等を図った。この結果，当初30品目であった市民生活重

要物資は，食料品57品目，衣料品25品目，日用雑貨33品

目，学用品７品目，医薬品６品目,その他７品目の計135

品目に拡大された。こうした物資監視員の調査活動，情

報収集活動を中心とした市民情報をもとに，既存の流通

機構の積極的な活用を図り，実用に即した物価対策を実

施し，その利益を市民に還元するというサイクルを通し

て，自治体物価行政の新しいパターンを他都市に先がけ

て試行してきた。

本市物価対策の特色は，要約すると市民情報と既存流通

機構の積極的な活用であり，またその有機的な結合であ

るといえる。

２
実施内容

横浜方式による独自の物価対策として，本市ではメーカ

ー，卸に対する低価格出荷要請等流通対策と，百貨店，

スーパーに対する値下げ販売等小売対策の二つの大きな

柱を軸に実施してきた。

その具体的施策の概略は次のとおりである。まず，流通

対策として，緊急特別供給事業は，主として需給が逼迫

している物資及び価格上昇すう勢にある生活重要物資個

43



々について，言わば個別物資の立場から値上げ抑制と安

定供給の確保を狙いとし，市民情報を背景に，メーカー

に対して低価格出荷協力要請を行なうとともに，市内卸

問屋を中心とした通常の流通機構を活用して，特別販売

を期間を限定して実施するものである。

この種の特別販売，あっ旋販売は，幼稚園児に対する画

用紙，わらばん紙のあっ旋をはじめ，調味食品浮L製品，

食用油，運動通学靴等の生活重要物資について，その実

施回数は既に20回を数え，実施品目は，小麦粉,チーズ，

マヨネーｽﾞ，味噌，しょう油，食用油，牛乳等延べ59品

目70点にのぼっている。

次に，小売対策として。生活必需物資の協力価格販売事

業を行なっている。前者が主として個別物資の立場から

期間を限定し，実施しているのに対して，これは，市民

の家計の立場から，家計に占めるウェイトの高い生活重

要物資について市内実勢価格の引下げを主眼とし，市民

の消費生活上利用度の高い市内百貨店，スーパーの各価

格協力店で，長期的に通常の販売価格を下回る自主的な

協力価格での値下げ販売を実施しているものである。

百貨店では，その特性を生かすべく，衣料品，ベビー用

品，日用品等中間財，選択財を中心とした協力品目につ

いて，第１次協力期間＜49. 3.1～3. 31＞では18品目，第

２次協力期間＜49.4.1～6. 30＞では18品目が５社５店で

値下げ販売された。

スーパーでは，主に食料品等必需財を中心に第１次協力

期間＜49. 4.15～6. 30＞には，9社53店で100品目195点

が，第２次協力期間＜49. 5.l～6.30＞には, 8社44店で

168品目372点が,第３次協力期間＜49.8.1～9.30＞には，

46社134店で67品目1,064点が値下げ販売された。さら

に,11月１日からは，第４次として消費者選択による135

品目について，市内170余店のスーパーで１月31日まで

値下げ販売を実施する予定である。

３

波及効果と成果

本市物価対策の波及効果の典型的事例は，協力価格販売

事業に現われている。

この事業では，当初，価格協力店が，企業努力の範囲内

で通常の小売マージンを低く設定し，自主的な協力価格
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により値下げ販売を実施した。しかし，第３次，第４次

協力期間に人いると，卸問屋に対する仕入値交渉等積極

的な働きかけが協力店の中にみられ，流通マージンの切

下げ協力を得た協力店や，さらには，直接メーカーに対

し協力要請を前提とした折衝を重ね，出し値を下げさせ

た協力店も現われ，小売段階，流通段階，メーカー段階

が各々マージンを切り合い，実質的にメーカーを含めた

流通機構全休による植下げ販売が行なわれた。

また，価格協力店の近隣一般小売店でも，競合店対応と

して，通常の小売価格を下回った価格設定が見られてい

る。このように末端小売店からメーカーまで，波及効果

は広範に浸透している。

一方，この方式は，各都市からも画期的な自治体物価対

策として注目を集めており，東京，川崎，名古屋,大阪，

神戸，京都，北九州の主要各都市を含め, 33都市が調査

のため来庁している。

こうして,横浜方式による新しいパターンの物価対策は，

様々な波及効果とともに着々とその効果を示しており，

３月～9月末までの本市における特売及び価格協力品目

は延べ2,141品目に及び，市民が利用した販売点数は延

べ約1,900万点に達し，これにより市民の経済負担軽減

額は約１億600万円にのぼっている。

また，今や景気が物価を左右した従来の経済体質から，

物価が景気を左右するという経済の新しい局面に直面

し，もろもろの物価対策は本格的な正念場を迎えようと

している現在，これらの対策は，市民の生活防衛意識の

高揚効果，広範な経済的波及効果とともに，市民の経済

負担軽減という大きな成果を現実にかちとった新しい形

の物価対策といえる。

４ おわりに

本市では，現在市民の物価意識，生活防衛意識の高まり

と市内小売業界及び流通業界各社の自主的な協力を得

て，市民生活を積極的に防衛する立場から，物価対策を

さらに強化拡充すべく，メーカー及び卸問屋とその系列

小売店を含めた流通機構ぐるみの体系的な物価対策の展

開へと歩を進めている。

市民福祉，消費者主権を犠牲とした大企業中心の政策体



系，歪曲された市場メカニズムによる消費者不在の一方

的価格形成の奔流の中で，この本市の方式は新しいサイ

クルパターンを通して,全市民的な力強い結束のもとに，

企業支配の価格から市民支配の価格へと転換のくさびを

打ち込んだ。

≪資料≫　緊急対策本部の活動概要

言うまでもなく，物価対策の目的は，消費者価格の適正

化と安定にある。横浜において我々が実行しつつある方

式が，市民福祉，消費者主権の確立を可能ならしめる大

きな原動力になるものと確信する。

＜経済局主査・市民生活関連物資緊急対策本部＞
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